
総論

グローバル化や少子高齢化の進展に加えて、Society 5.0の実現に向け大きな産業構造、社
会構造の変化が予測される中、我が国は持続可能で活力ある社会を目指した変革を成し遂げ
なければなりません。そのために、大学をはじめとする高等教育機関は、我が国及び国民が
直面する課題にしっかり応えていく重大な責務を有しているということを認識し、国民や社
会からの期待に応える改革を主体的に実行することが求められています。

文部科学省は、教育再生実行会議や中央教育審議会等における議論を踏まえ、今や待った
なしの状況にある高等教育改革の着実な実現に取り組んでいます。あわせて、医療人や法曹
などの専門人材の養成や、地域医療の中核としての大学附属病院の機能強化、質の高い実践
的な職業教育を行い、専門職業人を養成する高等教育機関として専門職大学等の振興、高等
専門学校や専門学校の充実など高等教育の多様な発展のための様々な取組を推進しています。

さらに、子供たちが経済的事情により進学を断念することのないよう、授業料等減免や奨
学金制度の充実などの修学支援に取り組むとともに、学生の就職活動への支援やキャリア教
育の充実に向けた支援も行っています。

	 第 1 節	 高等教育施策の動向
1 コロナ禍における高等教育

令和 3 年度は、世界全体が新型コロナウイルス感染症という未曽有の危機に直面し続ける
中、我が国の高等教育も大きな影響を受けました。この誰も経験したことのない危機を克服
するためにも、優れた人材を育成し、社会にとっての知の拠点となる高等教育機関の役割は
一層重要なものとなっています。眼下のコロナ禍への対応と同時に、Society 5.0時代に向け
た大学教育の質の向上と教育研究基盤の強化を図るためにも、ポスト・コロナを見据えた、
より望ましい高等教育の在り方について、引き続き検討を深めていきます。

2 2040年に向けた高等教育のグランドデザイン
平成29年 3 月 6 日の中央教育審議会総会において、文部科学大臣から「我が国の高等教

育の将来構想について」諮問が行われ、「第 4 次産業革命」の進展や、本格的な人口減少社
会の到来など経済社会の大きな変化の中で、高等教育機関が求められる役割を真に果たすこ
とができるよう、おおむね2040年頃を見据えた、これからの時代の高等教育の将来構想に
ついて総合的な検討を要請しました。本諮問を受け、中央教育審議会では、大学分科会将来
構想部会を中心に約 1 年 8 か月にわたって審議を進め、平成30年11月26日に「2040年に向
けた高等教育のグランドデザイン（答申）」（以下、「答申」という。）が取りまとめられまし
た（図表2-5-1）。

第5章 高等教育の充実
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答申では、2040年頃の社会変化の方向として、持続可能な開発のための目標（SDGs）、
Society 5.0・第 4 次産業革命、人生100年時代、グローバル化、地方創生の五つを挙げてい
ますが、まだ私たちが想像もできないような社会が待っているかもしれません。しかし、予
想不可能だからこそ、知識を組み合わせて新しいものを生み出していく力が社会の支えにな
ると考えられます。答申では、このような視点に立って、2040年の社会に向けて日本の高
等教育に期待される役割を説明しています。

また、答申では、これからの高等教育改革の指針として位置付けられるべきものとして、
今後実現すべき方向性を三つ提示しています。
1．学修者が「何を学び、身に付けることができるのか」を明確にし、学修の成果を学修者

が実感できる教育を行うこと。このための多様で柔軟な教育研究体制が準備され、このよ
うな教育が行われていることを確認できる質の保証の在り方へ転換されていくこと。

2．18歳人口は、2040年には、88万人に減少し、現在の 7 割程度の規模となる推計が出さ
れていることを前提に、教育の質の維持向上という観点からの規模の適正化を図った上
で、社会人及び留学生の受入れ拡大が図られていくこと。

3．地域における高等教育のグランドデザインが議論される場が常時あり、各地域における
高等教育が、地域のニーズに応えるという観点からも充実し、強みや特色を生かした連携
や統合が行われていくこと。
この方向性に基づいた高等教育改革が2040年までに実を結び、教育と研究の機能が十分

に発揮された高等教育を通じ、我が国そのものが新しい価値を生み出す国へと発展していく
ことを期して、必要な政策が着実に遂行されていくことを求めています。

	図表 2-5-1 	 2040年に向けた高等教育のグランドデザイン（答申）【概要】

2040年に向けた高等教育のグランドデザイン（答申）【概要】

●必要とされる人材像と高等教育の目指すべき姿 ●高等教育と社会の関係

予測不可能な時代
を生きる人材像

学修者本位の
教育への転換

●教育と研究を通じて、新たな社会・経済システムを提案、成果を還元

●多様で卓越した「知」はイノベーションの創出や科学技術の発展にも寄与

●雇用の在り方や働き方改革と高等教育が提供する学びのマッチング

●「個人の価値観を尊重する生活環境を提供できる社会」に貢献

「知識の共通基盤」

研究力の強化

産業界との協力・連携

地域への貢献

平成30年11月26日
中央教育審議会

2040年頃の社会変化
国連:SDGs「全ての人が平和と豊かさを享受できる社会」
Society5.0第4次産業革命人生100年時代グローバル化地方創生

Ⅰ．2040年の展望と高等教育が目指すべき姿…学修者本位の教育への転換…

●普遍的な知識・理解と汎用的技能を文理横断的に身に付けていく
●時代の変化に合わせて積極的に社会を支え、論理的思考力を持って社会
を改善していく資質を有する人材
●「何を学び、身に付けることができたのか」＋個々人の学修成果の可視化
（個々の教員の教育手法や研究を中心にシステムを構築する教育からの脱却）
●学修者が生涯学び続けられるための多様で柔軟な仕組みと流動性

Ⅱ．教育研究体制…多様性と柔軟性の確保…

Ⅲ．教育の質の保証と情報公表…「学び」の質保証の再構築…

Ⅴ．各高等教育機関の役割等…多様な機関による多様な教育の提供…

Ⅵ．高等教育を支える投資…コストの可視化とあらゆるセクターからの支援の拡充…

Ⅳ．18歳人口の減少を踏まえた高等教育機関の
規模や地域配置…あらゆる世代が学ぶ「知の基盤」…

多様な学生 多様な教員 多様で柔軟な教育プログラム 大学の多様な「強み」の強化多様性を受け止める
柔軟なガバナンス等

●18歳で入学する日本人を主な対象と
して想定する従来のモデルから脱却
し、社会人や留学生を積極的に受け
入れる体質転換

●各学校種（大学、専門職大学・専門職短期大学、短期大学、高等専門学校、専門学校、大学院）にお
ける特有の課題の検討
●転入学や編入学などの各高等教育機関の間の接続を含めた流動性を高め、より多様なキャリアパス
を実現

●全学的な教学マネジメントの確立
→各大学の教学面での改善・改革に資する取組に係る
指針の作成

●学修成果の可視化と情報公表の促進
→・単位や学位の取得状況、学生の成長実感・満足度、
学修に対する意欲等の情報
　・教育成果や大学教育の質に関する情報の把握・公
表の義務付け

→全国的な学生調査や大学調査により整理・比較・一
覧化

●文理横断・学修の幅を広げる教
育、時代の変化に応じた迅速かつ
柔軟なプログラム編成

●各大学のマネジメント機能や経営力
を強化し、大学等の連携・統合を円滑
に進められる仕組みの検討

●複数の高等教育機関と地方公共団体、産業界が各地
域における将来像の議論や具体的な連携・交流等の
方策について議論する体制として
　「地域連携プラットフォーム（仮称）」を構築

●歴史的経緯と、再整理された役割を踏まえ、地域にお
ける高等教育の在り方を再構築し高等教育の発展に
国公私全体で取り組む
●国立大学の果たす役割と必要な分野・規模に関する一
定の方向性を検討

●将来の社会変化を見据えて、社会人、留
学生を含めた「多様な価値観が集まる
キャンパス」の実現
●学生の可能性を伸ばす教育改革のため
の適正な規模を検討し、教育の質を保証
できない機関へ厳しい評価
【参考】2040年の推計
•18歳人口：120万人（2017）
　　　　　→88万人（現在の74%の規模）
•大学進学者数：63万人（2017）
　　　　　→51万人（現在の80%の規模）

●人材養成の観点から各機関の「強
み」や「特色」をより明確化し、
更に伸長

→リカレント教育、留学生交流の推進、
　高等教育の国際展開

●実務家、若手、女性、外国籍など
の様々な人材を登用できる仕組
みの在り方の検討
→教員が不断に多様な教育研究活動
　を行うための仕組みや環境整備
　（研修、業績評価等）

→学位プログラムを中心とした大学制
　度、複数の大学等の人的・物的資源の
　共有、ICTを活用した教育の促進

→国立大学の一法人複数大学制の導入、経営改善に向けた指導強化・撤退を含む早
　期の経営判断を促す指導、国公私立の枠組みを越えて、各大学の「強み」を活かし
　た連携を可能とする「大学等連携推進法人（仮称）」制度の導入、学外理事の登用

●設置基準の見直し
　（定員管理、教育手法、施設設備等について、
　時代の変化や情報技術、教育研究の進展等
　を踏まえた抜本的な見直し）
●認証評価制度の充実
　（法令違反等に対する厳格な対応）

教育の質保証システムの確立

●国力の源である高等教育には、引き続き、公的支援の充実が必要
●社会のあらゆるセクターが経済的効果を含めた効果を享受することを踏まえた
　民間からの投資や社会からの寄附等の支援も重要（財源の多様化）

●教育・研究コストの可視化
●高等教育全体の社会的・経済的効果を社会へ提示

公的支援も含めた社会の負担への理解
を促進
→必要な投資を得られる機運の醸成

高等教育機関への進学者数と
それを踏まえた規模 地域における高等教育

国公私の役割

3 令和3年度の大学改革の動向
我が国社会のあらゆる側面において、かつて経験したことのないスピードで大きな変化が
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進行しています。例えば、IoT（Internet of Things）、ビッグデータ、人工知能などの「第
4 次産業革命」のイノベーションを社会実装する「Society 5.0」の実現は、既存の産業構造、
就業構造、更には人々の生活を一変させる可能性があることが指摘されています。このよう
な経済社会の変化やグローバル化の急速な進展、本格的な人口減少社会の到来の中で、一人
一人の実りある生涯と我が国社会の持続的な成長・発展を実現し、人類社会の調和ある発展
に貢献していくためには、人材育成と知的創造活動の中核である高等教育機関が一層重要な
役割を果たすことが求められます。とりわけ、今後の人材育成においては、新たな知識・技
能を習得するだけでなく、学んだ知識・技能を実践・応用する力、更には自ら問題の発見・
解決に取り組む力を育成することが特に重要となっています。このことを通じて、自主的・
自律的に考え、多様な他者と協働しながら、新たなモノやサービスを生み出し、社会に新た
な価値を創造し、より豊かな社会を形成することのできる人を育てていかなければなりません。

我が国の高等教育機関への主たる進学者である18歳人口の推移を見ると、平成 4 年の約
205万人をピークに減少しており、令和 3 年に約114万人の18歳人口が、国立社会保障・人
口問題研究所の推計によれば、令和22年には88万人に減少すると試算されています（図表
2-5-2）。また、経済開発協力機構（OECD）の調査によると、令和元年の我が国の大学学
士課程又は同等レベルへの進学率は49.8％であり、OECD平均と同水準です。さらに、専門
学校等も含めた高等教育機関全体への進学率は72.3％であり、OECD平均の56％を上回って
います（図表2-5-3）。

	図表 2-5-2 	 18歳人口と高等教育機関への進学率等の推移

18歳人口と高等教育機関への進学率等の推移
18歳人口は、平成21～令和2年頃までほぼ横ばいで推移するが、令和3年頃から再び減少局面に突入し、令和22年には約88万人まで減少することが予測されている。

●18歳人口　＝　3年前の中学校及び義務教育学校卒業者数並びに中等教育学校前期課程修了者数

●進学率2　＝

●進学率１　＝　 当該年度の高校等卒業者数のうち大学・短大へ願書を提出した者の数
当該年度の高校等卒業者数

○高校等卒業者数　＝　高等学校及び中等教育学校後期課程卒業者数

当該年度の大学・短大・専門学校の入学者、高専４年次在学者数
18歳人口

当該年度の大学・短大の入学者数
18歳人口

○現役志願率　＝

○収容力（※現役のみ）　＝ 当該年度の大学・短大進学者数（※現役のみ）
当該年度の大学・短大志願者数（※現役のみ）

（出典）文部科学省「学校基本統計」。令和16年～22年については国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口（平
成29年推計）（出生中位・死亡中位）」を基に作成。

※進学率、現役志願率については、小数点以下第2位を四捨五入しているため、内訳の計と合計が一致しない場合がある。

91.8%収容力（大学＋短大）※現役のみ 大学：:91.3%
短大：98.5%

進学率1（大学＋短大＋高専＋専門学校）

大学：
短大：
高専4年次：
専門学校：

54.9%
4.0%
0.9%

24.0%

62.1%

現役志願率（大学＋短大） 大学：58.0%
短大：4.1%

58.9%

進学率2（大学＋短大） 大学:54.9%
短大: 4.0%
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	図表 2-5-3 	 高等教育段階への進学率（2019年）

高等教育段階における進学率

（注）１．OECD加盟38ヵ国のうち、オーストラリア、コスタリ
カ、フランス、アイルランド、韓国、ラトビアを除く。

２．グラフ緑色は日本以外のG7諸国。
３．初回進学率は、25歳未満の各年齢における高等教育段

階の初回入学者数を当該年齢人口で除した率の合計。留
学生含む。

４．高等教育への初回入学者のみが対象となるため、学士課
程修了後に修士課程に進んだ者は含まない。

５．我が国の参照年度は2018年度（平成30年度）。

（注）１．OECD加盟38ヵ国のうち、コスタリカ、アメリカ合衆
国を除く。

２．グラフ緑色は日本以外のG7諸国。
３．初回進学率は、25歳未満の各年齢における高等教育段階

の初回入学者数を当該年齢人口で除した率の合計。留学
生含む。

４．我が国の参照年度は2018年度（平成30年度）。

（出典）OECD「Education at a Glance 2021（図表でみる教育2021）」

日本の大学学士課程又は同等レベルへの進学率は約50％であり、
OECD平均の約50％と同水準。

短期大学、専門学校等を含めた高等教育機関全体への初回進学率
は、OECD平均の56％に対して、日本は約72％。

【高等教育段階全体】 【学士課程又は同等レベル】
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このような状況を踏まえ、学ぶ意欲と能力を持つ全ての若者に高等教育の機会を開くとと
もに、社会人の学び直しなど生涯学習の場としての機能の充実や、留学生の受入れの推進、
大学院教育の充実なども含めて、一層多様で質の高い大学教育の機会の充実に努めていくこ
とが重要です。

特に、大学教育の質については、社会で求められる人材が高度化・多様化する中で、教
養・知識等に加え、課題発見・探求のための批判的思考力や判断力、チームワークやリー
ダーシップを発揮して社会的責任を担い得る倫理的・社会的能力などを育成することが求め
られています。このため、学生の主体的な学びを重視した大学教育への転換などを図るとと
もに、大学の設置認可、設置後の認証評価など大学教育の質保証の仕組みの更なる充実に取
り組んでいく必要があります。令和 4 年 3 月18日には、中央教育審議会大学分科会質保証
システム部会において「新たな時代を見据えた質保証システムの改善・充実について（審議
まとめ）」が取りまとめられたところです。

引き続き、「2040年に向けた高等教育のグランドデザイン（答申）」に基づき、また、今
般の新型コロナウイルス感染症の感染拡大やデジタルトランスフォーメーション（DX）の
大きな進展も踏まえ、知識基盤社会が一層進展するこれからの時代において、「大学力は国
力そのもの」という認識で社会の期待に応える大学改革を推進するとともに、改革に積極的
に取り組む大学を強力に支援することによって、大学教育の充実を図っていきます。
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	 第 2 節	 	学生に対する経済的支援の充実と社
会的・職業的自立に対する支援

1 高等教育機関へのアクセスの確保
（1）学生の経済状況

家計における教育費負担を見ると、子供二人が私立大学に通っている場合は、勤労世帯の
平均可処分所得のうち最大 2 分の 1 近くを教育費が占めており、大学段階の教育費負担が大
きいことが分かります（図表 2-5-4）。家庭の経済状況にかかわらず、誰もが安心して教
育を受けることができる環境を整えることが重要です。

	図表 2-5-4 	 家計における教育費負担

○子供二人を大学に通わせた場合、家計に占める教育費の割合は著しく大きくなる。

第2子
大学

第2子
幼稚園

第1子
幼稚園第

１
子
出
産

第
２
子
出
産

（出典）第1子、第2子出産年齢について、厚生労働省「人口動態統計」
幼稚園・小・中・高の教育費負担について、文部科学省「平成30年度子供の学習費調査」
大学の教育費負担について、文部科学省「私立大学等の平成30年度入学者に係る学生納付金等調査」、日本学生支援
機構「平成30年度学生生活調査」
可処分所得について、総務省統計局「平成30年家計調査」

（注）１．31歳で第1子、33歳で第2子を出産と想定（平成30年における母の出生時平均年齢は第1子30.7歳、第2子32.7歳）。
２．教育費負担：幼稚園は私立、小・中・高は公立の場合の学習費総額（学校教育費、学校給食費及び学校外活動費の合計）

大学は私立大学昼間部の居住形態によらない平均の学費（授業料、その他の学校納付金、修学費、課外活動費、通
学費の合計）に加え、大学1年生のみ入学金を追加

可処分所得：2人以上の勤労者世帯。世帯主の年齢階級別1世帯当たり1ヶ月の可処分所得を年換算。
３．本データは一つの試算であり、貯蓄や教育ローン等の活用は考慮していない。
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（2）高等教育の修学支援の着実な実施
①高等教育の修学支援新制度

経済状況が困難な家庭の子供ほど、高等教育機関への進学率が低い状況にあることを踏ま
え、真に支援が必要な世帯の子供たちに対し、授業料等の減免と給付型奨学金の支給を行う
高等教育の修学支援新制度を令和 2 年 4 月から実施し、令和 3 年度には約32万人に支援を
行いました。対象者は住民税非課税世帯とそれに準ずる世帯の学生等で、具体的な支援額等
は図表2-5-5のとおりです。
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支援対象となる学生等については、高校在学時の成績だけで否定的な判断をせず、高校等
が、レポートの提出や面談等により本人の学修意欲や進学目的等を確認します。他方、大学
等への進学後は、学修状況について厳しい要件を課し、これに満たない場合には支援を打ち
切ることとしています。

また、社会で自立し活躍できる、豊かな人間性を備えた創造的な人材を育成できる大学等
を支援措置の対象とするため、大学等にも一定の要件を求めることとしています。

さらに、支援を必要とする者に情報が行き届くよう、政府広報の活用を含めた広報・周知
を実施しています。

	図表 2-5-5 	 高等教育の修学支援新制度について

高等教育の修学支援新制度について （令和2年4月1日より実施）
※大学等における修学の支援に関する法律（令和元年5月10日成立）

令和4年度予算額

国・地方の所要額　5,601億円

授業料等減免2,671億円※
給付型奨学金2,525億円

5,196億円

※公立大学等及び私立専門学校に係る
　地方負担分（405億円）は含まない。

授業料等減免

（授業料等減免の上限額（年額）（住民税非課税世帯））
国公立 私立

入学金 授業料 入学金 授業料
大学
短期大学
高等専門学校
専門学校

○各大学等が、以下の上限額まで授業料等の減免を実施。
　減免に要する費用を公費から支出

約28万円
約17万円
約8万円
約7万円

約54万円
約39万円
約23万円
約17万円

約26万円
約25万円
約13万円
約16万円

約70万円
約62万円
約70万円
約59万円

※詳細は、文部科学省ウェブサイト「高等教育の修学支援新制度」参照（https://www.mext.go.jp/kyufu/index.htm）

給付型奨学金

（給付型奨学金の給付額（年額）（住民税非課税世帯））
国公立　大学・短期大学・専門学校 自宅生約35万円、自宅外生約80万円

国公立　高等専門学校 自宅生約21万円、自宅外生約41万円

私立　大学・短期大学・専門学校 自宅生約46万円、自宅外生約91万円

私立　高等専門学校 自宅生約32万円、自宅外生約52万円

○日本学生支援機構が各学生に支給
○学生が学業に専念するため、学生生活を送るのに必要な
　学生生活費を賄えるよう措置 支援対象者の要件

大学等の要件：国又は自治体による要件確認を受けた大学等が対象

授業料等減免
2 ／ 3

1 ／ 3

2 ／ 3

1 ／ 3

年収目安

給付型奨学金

住民税非課税世帯に準ずる世帯の学生
住民税非課税世帯の学生の2 ／ 3又は1 ／ 3
を支援し、支援額の段差を滑らかに

（両親・本人・中学生の家族4人世帯の場合の目安。基準を満たす
世帯年収は家族構成により異なる）

約270万円
〔非課税〕

約300万円 約380万円

○進学前は成績だけで否定的な判断をせず、レポート等で
　本人の学修意欲を確認
○大学等への進学後の学修状況に厳しい要件

○学問追究と実践的教育のバランスが取れた大学等
○経営に課題のある法人の設置する大学等は対象外

【支援対象となる学校種】大学・短期大学・高等専門学校・専門学校
【支援内容】　①授業料等の減免　②給付型奨学金の支給
【支援対象となる学生】住民税非課税世帯及びそれに準ずる世帯の学生
【財源】少子化に対処するための施策として、消費税率引上げによる財源を
 活用

②奨学金貸与事業
無利子奨学金については、平成29年度に、基準を満たしているにもかかわらず予算上の

制約により無利子奨学金の貸与を受けられない残存適格者を解消するとともに、低所得者世
帯の方に関する成績基準を実質的に撤廃し、必要とする全ての学生等が無利子の奨学金を受
けられるようにしました。令和 3 年度においても引き続き制度を確実に実施しております

（貸与人員：約50万9,000人、事業費総額：約3,099億円）。
奨学金貸与事業全体の貸与人員は約127万人、事業費総額は約9,932億円となっています

（図表2-5-6）。有利子奨学金は在学中には利子が課されず、卒業後にそれまでの貸与額に
対して利子（令和 4 年 3 月貸与終了者においては利率固定方式で年0.369％、利率見直し方
式で今後 5 年間は年0.040％）が課されます。このほか、家計支持者の失業や被災などによっ
て緊急に奨学金を必要とする学生等に対応するため、「緊急採用奨学金（無利子）」、「応急採
用奨学金（有利子）」の申込みを随時受け付けています。令和 2 年度の緊急採用奨学金（無
利子）は759人、応急採用奨学金（有利子）は318人を採用しています。
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	図表 2-5-6 	 奨学金事業費

（令和 3年度予算）
区分 貸与人員 事業費総額

（人） （百万円）
無利子奨学金 508,605 309,946

大 学 379,362 219,358
大 学 院 46,458 43,165
高 等 専 門 学 校 1,979 739
専修学校専門課程 80,749 46,678
通 信 教 育 57 5

有利子奨学金 765,331 683,225
大 学 599,142 523,549
大 学 院 5,439 6,008
高 等 専 門 学 校 393 334
専修学校専門課程 158,320 135,838
海 外 留 学 分 2,037 1,664
入 学 時 増 額 分 （46,464） 15,832

合計 1,273,936 993,170

（注）・入学時増額分の貸与人員については内数である。
　　・計数は四捨五入の関係で一致しないことがある。

日本学生支援機構の奨学金の返還は、貸与が終了した翌月から数えて 7 か月目から始まり
ます。日本学生支援機構の奨学金事業は、卒業した学生等からの返還金を次の世代の学生等
に貸与しており、返還金を確実に回収することが重要です。日本学生支援機構は、各学校の
協力を得て、学生等の返還意識を高めるとともに、返還相談体制を更に充実するなどしてい
ます。

一方、災害、病気、経済困難などによって返還が困難な方には、返還期限を猶予する制度
や毎月の返還の負担を軽減する減額返還制度などによってきめ細かく対応しています。奨学
金の返還に際しては、長期にわたって延滞に陥らないことが重要です。日本学生支援機構
は、延滞初期段階での返還促進や返還困難時の救済措置の案内をするとともに、奨学金を受
ける前の高校段階の生徒及び大学等に在学する学生等に対し、資金計画について助言を行う
スカラシップ・アドバイザーの派遣を実施するなど、これらを活用した延滞の防止・解消に
努めています。

また上記以外にも、地域産業等の担い手となる若者の地元企業への就職やUIJターンを促
すため、33府県487市町村（令和 3 年 6 月時点）で地方公共団体ごとに定められた要件を満
たす方の奨学金の返還を支援する取組を実施しています。返還の負担軽減につながるこの取
組についても積極的に情報発信を行っています。

さらに、各企業においてもこれまで独自に社員に対して奨学金の返還額の一部又は全額を
支給して返還を支援する取組が行われてきましたが、令和 3 年 4 月から日本学生支援機構に
おいて、企業からの直接送金を受け付けており、企業による返還支援を促すことで、返還の
負担軽減につなげていきます。
③新型コロナウイルス感染症の影響を受けている学生等への支援

文部科学省では、新型コロナウイルス感染症により経済的な影響を受けている学生等への
対応として、経済的に困難な学生等が活用可能な支援策＊1を取りまとめ、継続的に支援を
行っています。具体的には、家計が急変した世帯の学生等に対しては、令和 2 年 4 月に開始
した高等教育の修学支援新制度や、貸与型奨学金において、直近の所得により判定を行うな
どして随時支援を行っており、令和 4 年度も引き続き継続していきます。

＊1 経済的に困難な学生等が活用可能な支援策（令和 3年 4月～）：https://www.mext.go.jp/a_menu/coronavirus/benefit/
assets/img/20220328-mxt_kouhou02-1.jpg
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また、アルバイト収入が大幅に減少した学生等に対しては、「学生等の学びを継続するた
めの緊急給付金」により現金10万円を支給したほか、「緊急特別無利子貸与型奨学金」によ
る支援を行っています。これらの支援策については、文部科学省ウェブサイトにも特設サイ
ト＊2を開設し、随時更新を行っています。

さらに、新型コロナウイルス感染症の影響により、学生等が様々な不安を抱えやすい状況
にあることから、各大学等に対し、相談体制の整備や専門家との連携等により、学生等の悩
みや不安に寄り添ったきめ細かな対応をいただくようお願いしています。

引き続き、今般の新型コロナウイルス感染症の影響で経済的に困難な学生等が、修学・進
学をあきらめることのないよう、また学生等が安心して就職活動に取り組めるようしっかり
支援していきます。

（3）各大学等における授業料減免事業への支援
文部科学省は、各大学等がそれぞれの方針に基づき実施する授業料減免事業について、国

立大学法人運営費交付金などを通じた支援を行っています。また、公立大学については地方
財政措置が講じられています。

（4）大学院学生の経済的支援の拡充
「研究力強化・若手研究者支援総合パッケージ」（令和 2 年 1 月　総合科学技術・イノベー

ション会議）や「第 6 期科学技術・イノベーション基本計画」（令和 3 年 3 月閣議決定）に
おける目標達成に向けて、特に博士後期課程学生の支援の充実を政府全体で進めることとし
ています。文部科学省では、特別研究員事業（DC）や日本学生支援機構の貸与型奨学金事
業における業績優秀者返還免除に取り組むとともに、各大学における授業料減免や学内奨学
金、RA（リサーチ・アシスタント）＊3制度等、多様な財源を活用した経済的支援策の促進を
行っています。

これらに加え、令和 3 年度には、大学ファンドによる博士後期課程学生への支援開始に先
駆けて、博士後期課程学生への経済的支援とキャリアパス整備を一体として行う大学への支
援を開始するなど、合計で新たに約7,800人規模の博士後期課程学生への経済的支援を実現
し、引き続き支援の拡充を図っているところです。

（5）奨学団体等の奨学金事業
奨学金事業は、日本学生支援機構のほかに地方公共団体、大学や企業などによって、多様

な形態で幅広く実施されています。令和元年度の日本学生支援機構の調査によると、約3,800
の奨学団体等が、約22万7,000人の奨学生に対して、総額で約872億円を支給しています。
なお、一定の奨学団体に対する寄附金には、税制措置が講じられています。

2 学生等の就職活動支援及び大学におけるキャリア教育・職業教
育の充実

（1）学生等の就職活動
文部科学省と厚生労働省は、毎年共同して大学等卒業者の就職状況を調査しています。令

和 3 年度の大学の学部卒業者の就職率は前年度同期比0.2ポイント低下の95.8％となり、新

＊2 新型コロナウイルス感染症の影響を受けた学生等への経済的支援一覧：https://www.mext.go.jp/a_menu/coronavirus/
benefit/index.html

＊3 RA（リサーチ・アシスタント）：大学等が行う研究プロジェクト等に、教育的配慮の下に、大学院学生等を研究補助者として
参画させ、研究遂行能力の育成、研究体制の充実を図るとともに、これに対する手当の支給により、大学院学生の処遇の改善
の一助とすることを目的としたもの。

154　文部科学白書2021

	 第2部	 文教・科学技術施策の動向と展開

文科R3_2-5.indd   154文科R3_2-5.indd   154 2022/06/29   19:11:192022/06/29   19:11:19



型コロナウイルス感染症の影響が生じる前と比べると2.2ポイント下回っています。このた
め、文部科学省では、大学等や関係省庁とも連携し、経済団体等に対して卒業・修了後少な
くとも 3 年以内の既卒者が新規卒業・修了予定者の採用枠に応募できるようにすることなど
の要請を行っているところです。（図表2-5-7、図表2-5-8）。

	図表 2-5-7 	 令和 3年度大学等卒業者の就職状況（令和4年4月1日現在）

（令和 4年 4月 1日現在）
区　　分 就職希望率 就職率
大　　　　学 76.1％ （0.1） 95.8％ （▲0.2）

う　ち 国 公 立 56.8％ （0.3） 96.1％ （0.2）
私 立 85.7％ （0.1） 95.6％ （▲0.5）

短 期 大 学 79.0％ （0.3） 97.8％ （1.5）
高等専門学校 54.0％ （▲6.3） 99.1％ （▲0.9）

計 74.9％ （▲0.2） 96.1％ （▲0.2）

（注）1．就職希望率とは、抽出学生数に対する就職希望者の割合。
　　　　 就職率とは、就職希望者に対する就職者の割合。
　　 2．（　）前年度調査からの増減値（▲は減少）。

（出典）大学等卒業者の就職状況調査（文部科学省、厚生労働省調べ）

	図表 2-5-8 	 就職率の推移

（％）

（注）数値は各年4月1日現在の大学、短期大学及び高等専門学校全体の値を示す。
（出典）大学等卒業者の就職状況調査（文部科学省、厚生労働省調べ）
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また、文部科学省は、厚生労働省と連携して、就職を希望する一人でも多くの学生等が卒
業までに就職することができるよう、大学等と新卒応援ハローワーク等との連携を促すこと
で、就職支援の一層の充実も図っています。

大学生等の就職・採用活動の開始時期については、平成30年10月より政府において、「就
職・採用活動日程に関する関係省庁連絡会議」を毎年開催し、当該年度の学部 2 年生を対象
とした「卒業・修了予定者の就職・採用活動日程に関する考え方」を取りまとめ、経済団
体・業界団体を通じて各企業に対し要請しているところです。

現在、令和 5 年度まで就職・採用活動の開始時期を決定しており、会社説明会などの広報
活動開始は卒業・修了年度に入る直前の 3 月 1 日以降、採用面接などの採用選考活動開始は
卒業・修了年度の 6 月 1 日以降として日程の遵守を求めています。

政府としては、今後も、学界及び経済界と連携しながら、大学生等の就職・採用活動が円
滑に実施されるよう、必要な取組を進めていくこととしています（図表2-5-9）。
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	図表 2-5-9 	 就活スケジュール

（※）4年生大学のほか、大学院（修士）、短期大学、高等専門学校を含む

新規大学等卒業予定者（※）の就職・採用活動開始時期について

○就職活動が大学の授業・試験期間と重複⇒ 学生の成長が最も期待される3年次の教育に支障。
○海外留学する学生が減少⇒就職活動の時期を逸する可能性があることが阻害要因の一つとして挙げられている。

就職・採用活動と学業を巡る問題

学生の学修時間や留学等の多様な経験を得る機会を確保し、大学等において社会の求める人材を育成するための環境を整備。

【2015年度卒業予定者】就職・採用活動時期を後ろ倒し（広報活動開始3月1日以降、採用選考活動開始8月1日以降）
【2016年度卒業予定者】採用選考活動開始時期を微調整（広報活動開始3月1日以降、採用選考活動開始6月1日以降）
【2017年度～ 2023年度卒業予定者】前年度の日程を維持

広報活動

2014年度以前卒業予定者

4年次3年次

広報活動

留学生帰国

採用選考活動

12月1日

10月1日

3月1日

6月1日

2015年度卒業予定者

2016年度卒業予定者
I

2023年度卒業予定者

4月1日

採用選考活動
10月1日

広報活動 採用選考活動

大学学事日程

3月1日

8月1日

8月～ 10月
大学院入試

8月～ 10月
大学院入試

2022年度改めて検討（これまでもルールは毎年度決定）2024年度卒業予定者
※2025年度入社対象者

4 ～ 7月
授業

7～ 8月
前期試験

8～ 9月
夏季休暇

10月～ 1月
授業

1～ 2月
後期試験

3月
春季休暇

4～ 7月
授業

7～ 8月
前期試験

8～ 9月
夏季休暇

※広報活動：採用を目的とした情報を学生に対して発信する活動。採用のための実質的な選考とならない活動。（例）会社説明会
※採用選考活動：採用のための実質的な選考を行う活動。採用のために参加が必須となる活動。（例）採用面接

内
定

内
定

内
定

（2）大学等におけるインターンシップの推進
学生の能力伸長に寄与するなどの高い教育的効果を発揮しており、他の大学や企業等に普

及するのにふさわしいモデルとなり得る正規の教育課程におけるインターンシップについ
て、グッドプラクティスとして文部科学大臣が表彰し、その成果を広く普及することを目的
に「大学等におけるインターンシップの表彰制度」を実施しています。令和 3 年度は、地方
において産学が連携し地元の人材ニーズに応える取組など、各学校・地域の特性を生かした
創意工夫が見られる取組が多く申請される中、優れた取組として 4 校を表彰しました（最優
秀賞：大阪夕陽丘学園短期大学、優秀賞：就実大学、徳山大学（現：周南公立大学）、石川
工業高等専門学校）。また、大学院教育の一環として行われる長期間かつ有給の研究イン
ターンシップの普及により、これらのことを文化として社会に定着させ、Society 5.0にふさ
わしい雇用の在り方と高等教育が提供する学びのマッチングを図ることを目的として、大学
院博士課程学生を対象とするジョブ型研究インターンシップの先行的・試行的実施を令和 3
年度から開始し、多様なキャリアパスの実現に向けて取組を進めています。

また、令和 4 年 3 月、文部科学省主催で「インターンシップフォーラム～大学等における
インターンシップ表彰～」をオンラインで開催し、令和 3 年度の「大学等におけるインター
ンシップ表彰」の表彰受賞校より事例発表を行っていただくなど、より効果的なインターン
シップを実施していくため、情報提供の横展開を進めています。
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	 第 3 節	 高等教育の更なる発展に向けて
1 大学教育の質保証・向上、大学の経営力の強化

科学技術の進歩やグローバル化の進展により今後も急速に変化してゆく社会においては、
基礎的で普遍的な知識・理解と汎用的な技能を持ち、その知識や技能を活用でき、ジレンマ
を克服することも含めたコミュニケーション能力を持ち、自律的に責任ある行動をとれる人
材が求められます。大学教育の質が、そのような人材を育成することができるものであるこ
とを保証し、また、社会の変化に対応して向上してゆくものとするため、文部科学省では、
以下のような取組を進めています。

（1）教育の質保証と情報公表の促進
大学・短期大学・高等専門学校（以下、「大学等」という。）の設置や組織改編は、大学教

育の国際的な通用性の確保や学生保護のため、設置審査などの所定の手続を経て行われま
す。文部科学大臣は大学の設置などの認可申請を受けると、申請内容が「大学設置基準」な
どの法令に適合しているかどうかについて、学識経験者などから成る大学設置・学校法人審
議会に諮問を行います。同審議会は教学面、財政面や管理運営面について専門的な審査を
行った結果を答申し、それを踏まえ、文部科学大臣が認可の判断を行います。また、大学等
が学問の進展や社会の変化に機動的に対応し、組織改編ができるよう、大学が授与している
学位の種類と分野を変更しない学部・学科などについては、届出による設置を可能としてい
ます。

大学や学部などが設置された後の質保証の方策として、文部科学省は、開設年度に入学し
た学生が卒業する年度までの間、授業科目の開設状況や教員組織の整備状況など設置計画の
履行状況について報告を求め、調査を実施しています（設置計画履行状況等調査）。調査の
結果、特に課題が見られる場合は指摘事項を付し、公表することで大学に対して主体的な改
善を促しています。また、大きな課題がありながら改善が進まず、設置計画の履行の状況が
著しく不適当と認められる場合は、新たな認可申請をしても認可をしないなど、改善を促す
仕組みを設けています。

認証評価制度は、「学校教育法」に基づいて、国公私の全ての大学等に対して、7 年以内
に 1 回（専門職大学院は 5 年以内に 1 回）、文部科学大臣の認証を受けた評価機関（認証評
価機関）による第三者評価（認証評価）を受けることを義務付けるものです。本制度は、国
による事前規制を弾力化しつつ、大学等の教育研究の質の担保を図るため、設置後の大学等
の組織運営や教育研究活動等の状況を定期的に事後確認する体制を整備する観点から導入さ
れたものです。令和 4 年 3 月現在で、15の認証評価機関＊4が認証評価を実施しています。

また、学校教育法を令和元年 5 月に改正（2 年 4 月施行）し、教育研究等の状況が認証評
価機関の定める大学評価基準に適合しているか否かの認定を行うことを認証評価機関に義務
付けるとともに、適合認定を受けられなかった大学等については、教育研究活動の状況につ
いて、文部科学大臣が報告又は資料の提出を求めるものとすることとしました。これらのこ
とにより、大学等における教育研究活動の改善を促す制度的な担保を設け、大学等における
自主的・自律的な改善の実効性を一層確保し、教育研究水準の保証及び向上を確実に図るこ
ととしています。また、令和 3 年度に実施された認証評価については、新型コロナウイルス

＊4 参照：https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo4/houkoku/1299085.htm
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感染症の影響を踏まえ、認証評価機関において、評価を受審する大学等が提出する自己点検
評価書の提出の期限や方法等の変更や、実地での審査の日程等についても柔軟な措置を行う
など、大学等の状況に応じた弾力的な対応が行われています。

令和 3 年度は、大学153校、短期大学58校、高等専門学校16校、法科大学院 2 専攻、経
営系専門職大学院 2 専攻、公共政策系専門職大学院 1 専攻、教職大学院11専攻、公衆衛生
系専門職大学院 1 専攻、デジタルコンテンツ系専門職大学院 1 専攻、グローバル法務系専門
職大学院 1 専攻、広報・情報系専門職大学院 1 専攻、臨床心理専門職大学院 3 専攻、教育実
践系専門職大学院 1 専攻の認証評価が行われました。この結果はそれぞれの認証評価機関の
ウェブサイトで公表されています。

平成29年度より、大学や短期大学においては、「卒業認定・学位授与の方針」（ディプロ
マ・ポリシー）、「教育課程編成・実施の方針」（カリキュラム・ポリシー）及び「入学者受
入れの方針」（アドミッション・ポリシー）から成る「三つの方針」を策定・公表すること
が義務付けられました。

大学教育の質保証・向上のためには、各大学が、三つの方針に基づいて学生一人一人の能
力を伸ばすための教育を組織的に行うとともに、実際に学生が成長しているかを適切に把
握・可視化することで、教育の質を点検・評価し、常に見直してゆくという一連の取組、す
なわち教学マネジメント（大学がその教育目的を達成するために行う管理運営）を確立する
ことが重要となります。

大学におけるこのような取組を支援・促進するため、中央教育審議会大学分科会教学マネ
ジメント特別委員会において、「教学マネジメントに係る指針」及び「学修成果の可視化と
情報公表の促進」について議論が進められ、その成果が「教学マネジメント指針」（令和 2
年 1 月中央教育審議会大学分科会）として取りまとめられました。

また、大学は、公共的な教育機関として、社会に対する説明責任を果たすとともに、教育
の質を一層向上させることが求められています。平成23年 4 月から全ての大学は「学校教
育法施行規則」に基づき教育研究活動等の状況についての情報を公表することになっていま
す。また、データベースを用いた国公私立の大学の教育情報を公表し活用する共通の仕組み
として、27年 3 月から「大学ポートレート」を活用した大学情報の社会への公表が進めら
れています。

（2）Society 5.0に対応した教育の推進
イノベーションが急速に進展し、科学技術が目まぐるしく進化する中、Society 5.0の到来

に向け、AIなどの技術革新を社会実装につなげ、我が国の産業の更なる発展に資する理工
系人材の育成は不可欠です。そのため、高等教育段階における理工系分野の教育について
は、深い専門的知識と俯瞰的視野を持ち、科学技術の新たな発展に資する人材を育成する必
要があります。

そこで、大学において、こうした産業社会のニーズを的確に受け止めた教育を進められる
ように、制度改正を行いました。具体的には、大学の組織編成等を規定する大学（院）設置
基準について、工学系の学部において学科ごとの縦割り構造を抜本的に見直した柔軟な教育
体制の編成が可能となる改正（平成30年）、学部の枠を越え、社会のニーズを踏まえた機動
的で柔軟な教育プログラムの編成が可能となる改正（令和元年）を行ってきました。

また、サイバー空間とフィジカル空間が高度に融合するSociety 5.0においては、大量の
データを積極的に扱い、社会課題の解決に生かすことができる人材が不可欠で、そのための
教育システムの構築が急がれます。文部科学省としては、数理・データサイエンス・AI教
育を推進するためのコンソーシアム（数理・データサイエンス・AI教育強化拠点コンソー
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シアム）を構築し、この新たな教育分野のためのモデルカリキュラムの策定、教材開発等の
取組や「成長分野を支える情報技術人材の育成拠点の形成（enPiT-Pro）」、「超スマート社
会の実現に向けたデータサイエンティスト育成事業」における、情報技術人材やデータサイ
エンティスト等の我が国の成長を牽引する人材を育成する取組を支援しています。

令和元年 6 月には、「AI戦略2019」が策定され、本戦略では、大学・高専における数理・
データサイエンス・AI教育のうち、優れた教育プログラムを政府が認定することとされて
おり、リテラシーレベルについては、2021年に78件認定するとともに、応用基礎レベルに
ついては、2022年度より認定を開始することを予定しています。本認定制度は、各大学等
の取組について、政府だけでなく産業界をはじめとした社会全体として積極的に評価する環
境を醸成し、より質の高い教育を牽引していくことを目指しています。

（3）大学院教育改革
文部科学省は、高度な専門的知識と倫理観を基礎に自ら考え行動し、新たな知及びそれに

基づく価値を創造し、グローバルに活躍し未来を牽引（けんいん）する「知のプロフェッ
ショナル」を育成するための大学院教育の体質改善に取り組んでいます。令和 3 年度は、引
き続き「2040年を見据えた大学院教育の体質改善～社会を先導する人材の育成に向けた体
質改善の方策～（審議まとめ）」（平成31年 1 月　中央教育審議会大学分科会）＊5等を踏まえ
た制度改正等により、学位プログラムとしての大学院教育の確立等を推進しています。

博士課程教育については、平成30年度より、卓越した博士人材を育成するとともに、人
材育成・交流及び新たな共同研究が持続的に展開される卓越した拠点を形成するため、各大
学が自身の強みを核に、これまでの大学院改革の成果を生かし国内外の大学・研究機関・民
間企業等と組織的な連携を行いつつ世界最高水準の教育力・研究力を結集した 5 年一貫の博
士課程教育プログラムを構築することを支援する「卓越大学院プログラム」＊6を令和 2 年度
までに30プログラムを採択し、実施しています。

（4）国立大学改革
国立大学は、高度な学術研究の推進、計画的な人材育成、地域活性化への貢献や高等教育

の機会均等の確保といった重要な役割を果たしています。
平成16年の国立大学の法人化以降、国立大学においては、それぞれの特色や長所を生か

した自主的・自律的な機能強化に向けた取組が進められてきました。昨今の急激な社会経済
状況の変化の中で、国立大学に対しては、産業競争力強化・イノベーション創出の拠点とし
ての役割や、地方創生の中核的拠点としての機能の発揮など、我が国の成長と発展への積極
的な貢献をしてほしいという社会の大きな期待が寄せられています。

文部科学省では、改革に取り組む大学に対し、国立大学法人運営費交付金による重点支援
を行うとともに、経営力と財務基盤の強化を通じた自己改革を促しているところです。

基盤的経費である国立大学法人運営費交付金では、第 3 期中期目標期間に「三つの重点支
援の枠組み」を創設し、各大学の機能強化の方向性に応じた取組について、評価に基づき、
きめ細かく重点支援を行っています。令和元年度からは「成果を中心とする実績状況に基づ
く配分」の仕組みを新たに導入し、評価の分かりやすさや透明性の向上、各大学の主体的な
取組の推進、教育研究の安定性・継続性への配慮のもとで改革インセンティブの向上を図っ
ています。

令和 3 年度予算には、1 兆790億円を計上しています。

＊5 参照：https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo4/houkoku/1412988.htm
＊6 参照：https://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/kaikaku/takuetudaigakuin/index.htm
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また、令和 2 年 2 月から「国立大学法人の戦略的経営実現に向けた検討会議」において、
国立大学法人のガバナンスの在り方や経営の自由度を高めるための規制緩和等について議論
を行い、同年12月に最終とりまとめを公表いたしました。この最終とりまとめ等を踏まえ、
3 年 5 月に学長選考会議の権限の追加や監事の体制の強化、国立大学法人による出資の範囲
の拡大等を内容とする国立大学法人法の一部改正を行ったところです。

さらに、第 4 期中期目標期間（令和 4 年～9 年度）に向け、中期目標大綱の提示や評価指
標の義務化などの新たな仕組みを導入したところです。

これに加え、人事給与マネジメント改革として、若手教員の活躍機会を創出し、教員の挑
戦意欲を向上できるよう、年俸制の完全導入をはじめ、厳格な業績評価やクロスアポイント
メント制度等、様々な取組を総合的に促進していきます。

文部科学省としては、国立大学が我が国の人材育成・学術研究の中核としての役割を一層
果たしていくよう、基盤的経費の確保に努め、各大学の自主的な発想に基づく改革を支援し
ていきます。

2 大学入学者選抜の改善
（1）大学入学者選抜改革

大学入学者選抜は、高等学校教育と大学教育とを接続し、双方の改革の実効性を高める上
で重要な役割を果たすものです。大学入学者選抜の改革においては、受験生の知識・技能だ
けではなく、思考力・判断力・表現力や、主体性を持って多様な人々と協働して学ぶ態度を
評価していくことを目指しており、「大学入学共通テスト」と「個別選抜」を通じて、受験
生のこれら学力の 3 要素を適切に把握し、大学入学段階で入学者に求める力を、多面的・総
合的に評価する入学者選抜に転換することとしています。

また、令和元年の「大学入試英語成績提供システム」や「大学入学共通テスト」における
記述式問題の導入見送り等の経緯を踏まえ、総合的な英語力の育成・評価や記述式問題の出
題を含めた今後の大学入学者選抜の在り方について、文部科学大臣の下に設けた「大学入試
のあり方に関する検討会議」において、外部有識者からのヒアリング、大学への実態調査、
国民からの意見募集等の結果を踏まえつつ、過去の問題点の分析と今後に向けた在り方の検
討を両輪としながら検討を行い、3 年 7 月に提言を取りまとめました。

同提言では、
①記述式問題の出題について、国公立大学では、より高度な記述式問題を出題する方向で改

善し、私立大学では、総合型選抜・学校推薦型選抜の活用も含め、効率的な採点・出題の
工夫により出題増に努める方向で改善を図る

②総合的な英語力評価について、各大学の個別試験や総合型選抜・学校推薦型選抜で読む、
書く、聞く、話すの総合的な英語力評価を推進する

③大学入学者選抜における実質的公平性の追求の観点から、地理的・経済的事情、障害のあ
る受験者への合理的配慮等への対応を推進する

といった方向性が示されました。
文部科学省では、本提言を踏まえて、大学・高等学校関係者から成る「大学入学者選抜協

議会」を開催し、3 年 7 月に令和 6 年度実施の大学入試に係る予定の通知・公表を行いまし
た。引き続き、大学、高等学校をはじめ、関係機関・団体とも連携しつつ、大学入学者選抜
の改善を推進していきます。

（2）各大学の入学者選抜
各大学はこれまで、それぞれの教育理念を踏まえ策定した「入学者受入れの方針」（アド
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ミッション・ポリシー）に基づいて、大学教育を受けるにふさわしい能力・意欲・適性等を
多面的・総合的に評価するため、学力検査だけでなく、面接や調査書、小論文などの活用に
よる評価尺度の多元化や、総合型選抜や学校推薦型選抜の導入・拡大といった入試方法の多
様化を進めてきました。

各大学においては、各選抜区分の特性に応じた形で多面的・総合的評価を行うための工夫
を凝らしながら、それぞれの実情に合った方策を講じることが重要であり、その際、各大学
はそれぞれのアドミッション・ポリシーに基づき、志願者のどのような学力を、どの資料を
用いて、どのような方法で評価するのかをこれまで以上に明確にすることが必要です。

引き続き各大学の入学者選抜において、入学志願者の能力・意欲・適性等を多面的・総合
的に評価・判定できるよう、改善に努めていきます。

（3）大学入学共通テスト
「大学入試センター試験」に代わる新しい試験として、3 年 1 月から「大学入学共通テス

ト」を実施し、2 回目となる 4 年 1 月の試験では、約50万人が受験しました。共通テスト
は、思考力・判断力・表現力等を発揮して解くことが求められる問題を重視するとともに、
授業において生徒が学習する場面や、社会生活や日常生活の中から課題を発見し解決方法を
構想する場面、資料やデータ等をもとに考察する場面、学習の過程を意識した場面の設定を
重視した問題を出題することとしており、試験実施後、自己点検評価や第三者評価を実施
し、その結果を踏まえ、更なる良問の作成に努めることとしています。

なお、令和 4 年 1 月の第 2 回の共通テストでは通信機器を使用した不正行為等の事案が生
じたところであり、今後、大学入学者選抜協議会において有識者等の意見も踏まえつつ、受
験生の安全対策や不正行為の防止対策について検討を行っていきます。

（4）コロナ禍における大学入学者選抜
令和 4 年度大学入学者選抜においては、受験生が安心して試験に臨めるよう、事前に様々

な措置を講じました。はじめに、共通テストについては、令和 3 年に引き続き追試験を本試
験の 2 週間後に設定の上、全都道府県に試験場を用意し、受験機会の確保措置を講じまし
た。次に、各大学が実施する選抜については、オンラインによる面接等を取り入れた選抜を
行うことや、追試験の設定等を各大学に要請（99％の大学が対応）し、受験機会の確保に努
めました。さらに、オミクロン株が拡大する中においても、一人の受験生も受験機会を失う
ことのないよう、共通テストが受験できなかった受験生に対し、個別入試で合否判定するこ
とや、個別入試の再度の追試の実施等を各大学に要請しました。

また、感染症の専門家の協力を得ながら、オミクロン株の濃厚接触者について、試験実施
のガイドラインを改定し、その受験生の受験を可能とするとともに、国土交通省と連携し、
当該受験者が感染対策を講じたタクシー等を利用することも可能とし、こうした受験生の受
験機会を確保しました。各大学には本ガイドラインに基づいて感染対策の徹底を要請し、共
通テストについては、大学入試センターにおいて感染予防対策を講じて試験が実施されまし
た。令和 5 年度大学入学者選抜においても、受験生が安心して試験に臨めるよう、引き続き
高校・大学関係者等と協力しながら準備を進めていきます。

3 地域に開かれた高等教育
文部科学省では、第 2 期教育振興基本計画を踏まえ、平成25年度から高等教育機関が地

域との相互交流を促進し、地域から信頼される地域コミュニティの中核的存在（COC：
Center of Community）になるよう、地域課題の解決に取り組む大学等を支援する「地（知）
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の拠点整備事業（大学COC事業）」などを実施してきました。令和 2 年度からは従前の事業
を発展させ、「地（知）の拠点」としての大学が、他の大学等や自治体、地域の企業等と協
働し、地域が求める人材を養成するための教育改革に取り組むとともに、出口（就職先）と
一体となった教育プログラムを提供することで、若者の地元定着と地域活性化を推進する

「大学による地方創生人材教育プログラム構築事業（COC+R）」を実施しています。（令和 3
年度支援件数：4 件〔参画する大学数：15〕）

また、今後18歳人口が全国的に大幅に減少すると見込まれる中、東京23区の大学等の学
生の収容定員増が進むと、東京一極集中の加速化や、地方大学の経営悪化による撤退等に伴
う地域間での高等教育の修学機会の格差拡大が懸念されるため、平成30年 6 月に、「地域に
おける大学の振興及び若者の雇用機会の創出による若者の修学及び就業の促進に関する法
律」が公布されました。本法律においては、地域における大学振興・若者雇用創出のための
交付金制度や地域における若者の雇用機会の創出等の措置と併せて、特定地域（東京23区）
内の大学等の学生の収容定員の抑制について規定されています。

さらに、「2040年に向けた高等教育のグランドデザイン（答申）」（平成30年11月26日中
央教育審議会）を踏まえ、令和 2 年10月に、地域の複数の高等教育機関と、地方公共団体、
産業界等が一体となった恒常的な議論の場である「地域連携プラットフォーム」の構築を推
進するためのガイドラインを策定・公表しました。また、3 年 2 月に、地域の大学等が各々
の強みや特色を生かしながら、大学間の連携を推進し、質の高い高等教育を実現するための

「大学等連携推進法人」の認定制度を創設しました。
また、国立大学における学部学生の定員については、抑制的に取り扱ってきていますが、

このような中でも、地方公共団体、地元産業界、他の高等教育機関等を巻き込み、地域の
ニーズを的確に捉えつつ、地方創生に資する魅力ある地方大学の実現のために、令和 3 年度
に、特例的な定員増を認める仕組みを創設しました。さらに、中央教育審議会大学分科会に
おいて地方創生に資する魅力ある地方大学を実現するための議論が重ねられ、同年12月に

「これからの時代の地域における大学の在り方について―地方の活性化と地域の中核となる
大学の実現―」が取りまとめられました。引き続き、関係省庁とも連携の上、地域にとって
かけがえのない大学の実現に向けた取組を進めていきます。

	 第 4 節	 グローバル人材育成と大学の国際化
1 双方向の留学生交流の推進

社会や経済のグローバル化が進展する我が国においては、優秀な外国人留学生を獲得し、
我が国の成長に生かすことや、個々の能力を高めグローバル化した社会で活躍する人材を育
成することが喫緊の課題となっています。

外国人留学生の数は、令和 2 年 1 月以降、新型コロナウイルス感染症拡大に伴う渡航制限
等により、日本学生支援機構の調べでは、3 年 5 月 1 日時点で前年より 3 万7,153人減の24
万2,444人になっています。また、各国の水際対策強化による入国制限及び行動制限等の理
由から、2 年度の日本人留学生数は大きく数を減らし、前年度比10万5,859人減の1,487人で
した（大学等が把握している日本人学生の海外留学状況を日本学生支援機構が調査）。なお、
OECD等による統計を文部科学省で集計した結果、元年に海外に留学した日本人の数は、平
成30年より3,269人増の 6 万1,989人となっています（ただし、コロナ禍前の調査であるこ
とに留意が必要）。
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外国人留学生の受入れについては、新型コロナウイルス感染症の拡大による影響が継続し
ていましたが、令和 4 年 3 月には、水際対策の緩和により、外国人留学生の新規入国が本格
的に再開されたことに加え、留学生の受入れを優先的かつ着実に実施するため、ビジネス客
等が比較的に少ない平日を中心に、国内航空会社等の協力を得て、空席を活用して留学生が
円滑に航空便に搭乗・入国できるよう「留学生円滑入国スキーム」を導入して入国を進めま
した。また、政府では、「留学生30万人計画」の下、2 年までに外国人留学生数を30万人に
することを目標とした施策を進め、元年には31万人を超えました。今後は、コロナ禍で停
滞した留学生の受入れを着実に進めつつ、留学生交流の入り口部分である受入数を重視する
これまでの視点から、我が国において質の高い教育を受けた優秀な外国人留学生の日本社会
への定着や帰国した外国人留学生の親日派・知日派としての活用及びそのネットワーク強化
による諸外国との友好関係の強化等、より出口（アウトカム）に着目して受入れの質の向上
を図る視点に転換し、施策を進めていきます。

他方、日本人留学生についても令和 4 年までに12万人にすることを目指しており、目標
の実現に向け、留学促進キャンペーン「トビタテ！留学JAPAN」を推進して若者の海外留
学への機運の醸成を図ってきました。新型コロナウイルス感染症の拡大以降の各国の入国制
限等により、日本人学生の海外渡航に大きな影響が出ました。3 年 6 月には留学先で新型コ
ロナワクチンの接種が必要とされている海外留学予定者に対して、大学拠点接種の中で接種
を受けられるよう「留学予定者ワクチン接種支援事業」を実施し、約2,000人の海外留学予
定者のワクチン接種を支援したほか、日本学生支援機構による奨学金制度については、外務
省が発出する感染症危険情報レベルが 2 以上の地域への渡航に対する支援は見合わせていま
したが、2 年11月に学位取得目的留学への奨学金支援を再開し、3 年 6 月以降には大学間交
流協定等に基づく留学への支援を段階的に再開しているところです。

2 大学の国際化
経済、社会、文化のグローバル化が進展し、また、AIやビッグデータに代表される技術

革新等によって世界が大きく変容する中、今後予想されるSociety5.0の到来も見据え、高等
教育や学術研究の分野では、学生や研究者の国境を越えた交流や国際的な頭脳循環が活発化
しており、世界各国において、大学を高度人材育成や科学技術の発展の中核として、国や地
域を越えた競争や連携が加速しています。

一方で、新型コロナウイルス感染症により、学生や教員の往来の停滞など、大学の国際交
流は深刻な影響を受けています。こうした中においても、世界に開かれた教育研究環境の整
備充実やオンラインを活用した学生の双方向交流の促進などを通じて、国際的に活躍できる
グローバル人材を育成するとともに、世界との調和ある連携ネットワークを形成し、卓越し
た研究力の一層の活用は必要不可欠であり、文部科学省としても、引き続き大学の国際化を
継続して支援しています。

平成26年度に開始した「スーパーグローバル大学創成支援事業」においては、我が国の
高等教育の国際通用性と国際競争力の向上のため、海外の卓越した大学との連携や大学改革
によって徹底した国際化を進める大学を支援しています。また、令和 3 年度からは、新型コ
ロナウイルス感染症の影響を受けた世界的な国際教育の環境変化に対応するべく、我が国の
大学の国際化をオールジャパンで促進する、大学の主体的な活動の場として「大学の国際化
推進フォーラム」を形成しています。特に、日本発のオンライン国際教育プラットフォーム

「Japan Virtual-Campus」では、国内外の多様な教育コンテンツ等を集積し、多様なスキー
ムを包含するシステムを構築することで、海外に向けては日本の強みと魅力ある教育を提供
しつつ、国内外の大学間で優れた教育リソースを共有し、個々の大学ひいては我が国の大学
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全体の国際的価値の向上や経営強化等に貢献していきます。
平成23年度に開始した「大学の世界展開力強化事業」においては、我が国にとって戦略

的に重要な国・地域を対象とし、単位の相互認定等、質保証を伴う国際教育連携の取組を支
援 し て い ま す。 特 に30年 度 に 開 始 し た、 国 際 協 働 学 習 方 式（Collaborative Online 
International Learning）を推進する事業は、地理的条件を問わず、チームワークや協働に
より質保証を伴った学修機会をオンラインで提供する大学間交流です。

世界的に学生の流動性が高まり人材の獲得競争が激しさを増す中、質の保証に関する国際
的な高等教育の連携枠組みの形成が活発化しています。我が国がより多くの優秀な学生を確
保するためには、このような取組において主導的な役割を発揮していくことが重要です。

平成26年度に創設された国際連携教育課程制度（ジョイント・ディグリー）は、我が国
の大学と外国の大学が連携し単一の共同の教育プログラムを開設し、学生が修了した際に、
当該連携する複数の大学が共同で単一の学位を授与するものです。大学等の更なる参画を促
すため、令和 4 年 8 月から、設置認可要件の緩和、収容定員制限の撤廃、国内他大学等の参
画（最低修得単位数の引き下げ）など、教育研究の質を担保しつつ、制度を改めることと
なっています。

日中韓三カ国間では、平成23年度より政府間合意に基づく大学間交流として、キャンパ
ス・アジア事業を進めており、令和 3 年度からは取組をASEANに広げ、アジア地域におけ
る単位互換等のルールメイキングを進めています。ASEAN＋ 3 の政府間の連携も進展して
おり、平成24年に我が国が「ASEAN＋ 3 高等教育の流動性・質保証に関するワーキング・
グループ」の設置を提案し、以降継続的に、各国政府の高等教育行政官による会合を開催し
てきました。これまで、2 つのガイドラインがASEAN＋ 3 教育大臣会合で承認され、令和
4 年 3 月の同会合では、「高等教育の流動性向上のための各大学による情報発信のあり方」
が承認されています。

また、アジア太平洋地域において、締約国間で高等教育の資格を相互に承認・評定する枠
組みを整え、国際的な学生及び研究者の流動性を促進することを目的としたユネスコの「高
等教育の資格の承認に関するアジア太平洋地域規約」（通称：東京規約）が発効し、日本も
締結しています。さらに、令和元年11月には、グローバル化の更なる進展等を受け、地域
規約と協調して相乗効果を発揮するよう、第40回ユネスコ総会にて「高等教育の資格の承
認に関する世界規約」が採択されています。

	 第 5 節	 専門人材の育成
1 医療系人材の養成

高齢化に伴う医療ニーズ（需要）の高まりなどを受け、81の医学部、29の歯学部、79の
薬学部、293の看護学部など、多くの大学において医療系人材の養成が進められています。
文部科学省では、各大学と協力しながら、質の高い医療系人材を養成するための様々な取組
を進めています。

（1）医師確保への対応
地域の医師確保等の観点から、厚生労働省連携して、医学部の入学定員について平成20

年度から増員を行っています。令和 3 年度は、地域枠（医師が不足すると見込まれる地域の
病院等に将来勤務しようとする学生に対する修学資金の貸与等を条件として設定する定員）
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による増加を含め、全国の医学部の入学定員は計9,357人となりました。

（2）医学教育の改善・充実
各大学では、医学生が卒業時までに身に付

けておくべき必須の実践的診療能力を学修目
標として提示した「医学教育モデル・コア・
カリキュラム」を踏まえつつ、特色ある教育
が実施されています。

また、大学関係者が中心となり、医学生の
臨床能力の向上を図る観点から、診療参加型
臨床実習の充実に向けた取組が進められてい
るほか、国際的な動向を踏まえた医学教育の
質保証のため、医学部を持つ全大学を対象と
する分野別評価も進められています。

（3）歯学教育の改善・充実
医学教育と同様に、各大学では、「歯学教育モデル・コア・カリキュラム」を踏まえつつ、

特色ある教育が実施されています。
また、大学関係者が中心となり、歯科医学生の臨床能力の向上を図る観点から、診療参加

型臨床実習の充実に向けた取組が進められているほか、歯学教育の質保証のため、歯学部を
持つ全大学を対象とする分野別評価も進められています。

（4）薬学教育の改善・充実
医療人としての薬剤師を養成するため、「薬学教育モデル・コアカリキュラム」に沿った

教育の確実な定着に向け、学習成果基盤型教育の推進や実務実習の充実に取り組んでいま
す。また、6 年制の薬学部薬学科に直結する大学院として平成24年 4 月からスタートした
大学院 4 年制博士課程の自己点検・評価の促進や質の高い入学者の確保など、薬学教育の更
なる充実を図るための取組を行っています。

さらに、大学関係者が中心となり、全大学を対象とした分野別評価など薬学教育の質を保
証する取組も進められています。

（5）看護師等医療技術者教育の改善・充実
看護師など医療技術者の養成において質の高い医療技術者、教育者、研究者を養成するこ

とを目的とした大学・大学院が増えており、大学が養成する人材に期待が寄せられていま
す。

一方、看護系大学の急増に伴い、教育の質の確保が課題になっています。このため、大学
の学士課程における看護学教育の水準の維持向上に資するよう、各大学のカリキュラム作成
の参考として、学生が卒業時までに身に付けておくべき必須の看護実践能力修得のための具
体的学修目標を提示した「看護学教育モデル・コア・カリキュラム」を平成29年10月に策
定・公表しました。これを受けて、各大学において、モデル・コア・カリキュラムを活用し
た教育の実施に向けた取組が進められています。

（6）大学附属病院の機能強化
医療の高度化や超高齢社会等による疾病構造の変化に対応していくためには、大学附属病

医学部医学科の診療参加型臨床実習の様子（千葉大学）
※�現在の臨床実習では、感染対策（マスク・ガウンの着用等）を
行った上で実施しています（撮影：2019年10月）。
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院において、大学卒業前（卒前）・卒業後（卒後）を通じて高度医療を支える人材及び新し
い医療技術の開発等を担う人材の養成を推進するとともに、地域医療の最後の砦である大学
附属病院の機能を医療安全の確立に努めながら、強化することが必要です。

このため、我が国が抱える医療現場の諸課題等に対して科学的根拠に基づいた医療が提供
できる優れた医療人材の養成を支援する「課題解決型高度医療人材養成プログラム」を実施
し、急速な医療ニーズ（需要）の変化に対応できる次世代医療人材の養成を推進していま
す。

また、大学附属病院においては、重症患者をはじめとする新型コロナウイルス感染症患者
の治療を行うとともに、感染症流行下においても、他疾患を有する患者等に対する高度医療
を継続的に提供しています。引き続き、都道府県等と連携し地域における医療提供体制の整
備や医療ひっ迫が特に深刻化していた都道府県等への看護師の派遣などを通じて地域医療に
貢献するとともに、今回の経験を踏まえ、感染症分野の高度な知識を身に付けた人材養成の
強化も図っています。

（7）がん医療の取組
文部科学省では、「がん対策基本法」に基づく「第 3 期がん対策推進基本計画」（平成30年

3 月 9 日閣議決定）を実現するため、「多様な新ニーズに対応する「がん専門医療人材（が
んプロフェッショナル）」養成プラン」を実施し、がん医療に携わる専門的な医療従事者の
育成に取り組んでいます。

（8）死因究明等に係る人材養成の取組
文部科学省では、「死因究明等推進計画」（令和 3 年 6 月 1 日閣議決定）に基づき、死因究

明等に関する教育及び研究の拠点の整備等を通じた各大学における死因究明等に関する人材
養成の取組を支援しています。

また、令和元年 6 月に「死因究明等推進基本法」（令和元年法律第33号）が成立したこと
を踏まえ、人材養成と死因究明等の取組が更に推進されるよう、大学や他省庁等の関係機関
と検討を進めています。

2 専門職大学院
平成15年度に創設された専門職大学院（専門職学位課程）は、大学院のうち特に高度専

門職業人を養成することを目的とし、理論と実務を架橋する実践的な教育を行う課程です。
具体的には、教員組織は一定割合以上を実務家教員とすること、教育内容は事例研究や現地
調査を中心に、双方向・多方向に行われる討論や質疑応答等を授業の基本とすること、教育
の質保証のための方策として教育研究活動状況の認証評価の 5 年以内ごとの受審を義務付
け、といった内容を制度的に位置付けた課程です。令和 3 年 5 月現在で、法曹養成（法科大
学院）、教員養成（教職大学院）、MBA（ビジネス）・MOT（技術経営）、会計、公共政策、
公衆衛生、臨床心理等といった多様な分野で計117大学・165専攻が設置されています。特
に社会人学生の比率が約50％であり、社会人教育の推進に一定の成果を挙げています。

（1）法科大学院
法科大学院は、司法試験、司法修習と有機的に連携した専門職大学院として、平成16年

度に創設されました。法科大学院では、双方向・多方向的な討議を重視した少人数教育が行
われており、理論と実務を架橋するものとして、先端的な法領域に関する科目から模擬裁判
などの実務的な科目まで開設されています。また、「プロセス」としての法曹養成制度の中
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核的な機関として、質・量共に豊かな法曹を養成することが期待され、公平性、開放性、多
様性という基本的理念の下、これまで、法曹をはじめ企業や公務部門など社会の様々な分野
に修了者を輩出しています。

一方、司法試験合格率や法曹志望者の状況などが当初の見込みと異なるものとなったた
め、「法曹養成制度改革の更なる推進について」（平成27年 6 月30日法曹養成制度改革推進
会議決定）において示された具体的方策に基づき、平成30年度までを集中改革期間と位置
づけ、「法科大学院公的支援見直し強化・加算プログラム」による先導的な取組への支援な
どによる法科大学院改革の取組を進めてきました。

特に、令和元年 6 月には、中央教育審議会大学分科会法科大学院等特別委員会における審
議等を踏まえた「法科大学院の教育と司法試験等との連携等に関する法律等の一部を改正す
る法律」が成立しました。この制度改正により、法科大学院において開設すべき科目群を規
定した上で、修了に必要な単位数を各科目群ごとに規定するなど、法科大学院教育の充実を
図るとともに、令和 2 年度からは、法科大学院と法学部等が早期卒業を前提とした教育を行
うための協定（法曹養成連携協定）を締結し、文部科学大臣の認定を受けて、「法曹コース」
を法学部等に開設することが可能となりました。また、令和 5 年の司法試験からは、一定の
要件を満たした場合は、法科大学院在学中の受験が可能となり、法曹志望者の時間的・経済
的負担が一層軽減されることとなります。

令和 4 年 4 月 1 日現在では、計37大学において法曹コースが開設され、法科大学院が存
在しない大学や地方の法学部等からも法科大学院に進学し、法曹となる途が開かれていま
す。法科大学院35校における直近の司法試験累積合格率（平成28年度修了者）は約67％と
なり、法科大学院集中改革期間の目標である累積合格率 7 割に近づきつつあります。引き続
き法科大学院教育の充実を図るとともに、予測可能性の高い法曹養成制度を実現し、新たな
制度の下、法曹を志す誰もが、プロセスとしての法曹養成制度を通じて、質の高い法曹とな
る途を確保していきます。

（2）教職大学院
教職大学院は、新しい学校づくりの有力な一員となり得る新人教員の養成と、地域や学校

における指導的役割を果たし得る教員等として不可欠な確かな指導理論と優れた実践力・応
用力を備えたスクールリーダーとなるような現職教員の養成を目指して設立されました。令
和 3 年 4 月現在、46都道府県に54の教職大学院が設置されています。

教職大学院は、学校や教育委員会との連携・協働によって、教職経験のある実務家教員の
配置や学校現場における長期の実習など、学校や教育委員会のニーズ（要請）に即した体系
的な教育課程を特色としており、新たな学びを展開できる実践的な指導力を持った教員を養
成しています。また、教育委員会による現職教員の教職大学院への派遣数が増加傾向にある
ことや、現職教員学生を除く令和 3 年 3 月修了者の教員就職率が約91％となっていること
など、着実な成果を挙げています。

文部科学省では、平成29年 8 月29日に取りまとめられた「教員需要の減少期における教
員養成・研修機能の強化に向けて―国立教員養成大学・学部、大学院、附属学校の改革に関
する有識者会議報告書―」などを踏まえ、ほぼ全都道府県に設置された教職大学院が学校教
育全体の知の拠点となるよう、更なる教育内容の改善・充実及び多様化・特色化を目指した
取組を推進しています。

3 専門職大学
専門職大学は、質の高い実践的な職業教育を行い、専門職業人を養成する新たな種類の大
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学として、平成31年に制度化されました。4 年制の「専門職大学」、2 年制又は 3 年制の
「専門職短期大学」のほか、既存の大学・短期大学に設置する「専門職学科」も制度化され、
令和 4 年 4 月時点で、専門職大学15校、専門職短期大学 3 校、専門職学科 1 学科が設置さ
れています。

専門職大学等では、卒業単位のおおむね 3 分の 1 以上を実習・実技とし、長期の企業内実
習等も行うことにより、学生は理論と実践の両方をバランスよく学修するほか、専攻する職
業に関連する他分野も学ぶこととしています。これにより、我が国の産業構造の変化が見込
まれる中、成長分野において活躍する人材や地域社会の担い手となる人材の養成を目指して
います。

文部科学省では、専門職大学等の制度や特色についてウェブサイト＊7や制度説明動画＊8等、
様々な方法で情報発信を行い、国民の皆様への周知に取り組んでいます。

4 高等専門学校
高等専門学校は、5 年一貫の専門的・実践的な技術者教育を特徴とする高等教育機関とし

て、全国に57校が設置されています。就職志望者の就職率は毎年100％近く、産業界のニー
ズを捉えた人材を養成しています。近年は、工業化による経済発展を進める国を中心に、高
等専門学校教育における15歳という早期からの専門人材育成が高く評価されています。そ
のため、国立高等専門学校機構は、各国のニーズを踏まえた技術者教育の充実に向けて、教
育カリキュラムの開発や教員研修などの支援を進めています。これまでに、現地教育機関等
との連携拠点となる事務所をモンゴル、タイ、ベトナムに設置し、支援体制の強化を図って
います。なお、実験実習を重視した教育が展開されており、新型コロナウイルス感染症の中
においても感染予防のために様々な対策を講じながら、対面授業と遠隔授業を組み合わせた
質の高い教育を行っています。

5 専門学校の現状と最近の施策
（1）専門学校の現状

専修学校は、社会の変化に即応した実践的な職業教育、専門的な技術教育等を行う教育機
関として発展してきました。特に、高等学校卒業程度を入学対象とする専門課程（専門学
校）の生徒数は、令和 3 年 5 月現在約60万人で、18歳人口の24.0％が進学しており、我が
国の高等教育の多様化・個性化を図る上で重要な役割を果たしています。

（2）最近の施策
企業等との連携により、実践的な職業教育の質の確保に組織的に取り組む専修学校の専門

課程を文部科学大臣が「職業実践専門課程」として認定する仕組みを平成26年度から開始
しています（令和 4 年 3 月現在：1,083校3,154学科）。また、30年度には社会人が受講しや
すい工夫や企業等との連携がされた実践的・専門的なプログラムを文部科学大臣が「キャリ
ア形成促進プログラム」として認定する制度が創設されました（令和 4 年 3 月現在：13校
17課程）。さらに、専門学校等における地域の中核的人材養成に向けた産学官連携の取組等
に対する支援に取り組んでいます。

＊7 専門職大学・専門職短期大学ウェブサイト：https://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/senmon/index.htm
＊8 YouTube動画「専門職大学・専門職短期大学　2019年 4月スタート」：https://youtu.be/AlgWkIOo8Ho
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